
☆大和市 

令和４年８月市長定例記者会見資料 
 

と き 令和４年８月２４日（水） 

午前１０時３０分から 

ところ 大和市役所５階 研修室 

１ 市長あいさつ 

２ 会見内容 

（１）「大和市こもりびと支援条例」を制定します・・・・・・・・・ １ 

 

（２）「絵本のまち やまと」として３つの事業を展開・・・・・・・・・・ ３ 

   ～まちなか絵本スポット、やまとセカンドブック、やまと絵本大賞 

 

（３）原油価格・物価高騰の影響を受けた市内の中小企業を支援・・・・・ ６ 

   ～給付金支給や経営相談窓口の設置を行います 

 

（４）「大和市の災害史」を発刊します・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

 

３ 大和市議会第３回定例会の議案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

４ 令和４年８月補正予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 

 

 

 

 

＜その他の資料＞  

資料１―１：「令和４年大和市議会第３回定例会議案書」 

   １－２：「令和３年度決算書及び附属書類」 

   １－３：「令和３年度決算における主要な施策の成果の説明書」 

資料２  ：「令和４年８月補正予算書（一般会計第４号ほか）」 
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２（１）「大和市こもりびと支援条例」を制定します                                
 

 大和市は、こもりびと※の支援に関する基本理念及び基本的施策を定めることで、

こもりびとやその家族等に対する周囲の理解の醸成や、当事者が再び社会と関わりを

持ちたいと思ったときに適切に支援できる地域社会を築くことを目的として、「大和

市こもりびと支援条例」を制定します。 

 市が調査した範囲では、ひきこもり支援に関する単独の条例としては「埼玉県ひき

こもり支援に関する条例」がありますが、この条例においては、県の責務のほか、民

間支援団体等の役割を明確に規定したものであり、ひきこもりの支援に関する総合的

な施策の推進と、ひきこもり及び家族等への理解を促進し、当事者等が希望する時に

必要な支援につながることができる地域社会の実現を目指すことを目的とした条例

の制定は、当市が全国初となります。 

 ※大和市では、一人一人に寄り添いたいとの思いから、「ひきこもり」ではなく、より温かみのある

「こもりびと」という呼称を使っています。 

 

１）背景 

ひきこもりとは、就学、就労等の社会的参加を避け、原則６か月以上にわたって、

おおむね家庭にとどまり続ける状態をいいます。 

平成２７年度の内閣府の調査では、全国における満１５～３９歳のひきこもりの推

計数は５４万人を超え、また平成３０年度の調査における満４０～６４歳のひきこも

りの推計数は、６１万人を超えています。この調査結果を踏まえると、当市における

満１５～６４歳のひきこもり状態にある人の数は、約２，３００人と推計されます。 

ひきこもるきっかけやその背景は様々ですが、共通して言えるのは、ひきこもりの

状態にある人やその家族等にとって、周囲の理解がとても大切だということです。「健

康都市やまと」を掲げる当市として、当事者や家族の気持ちに寄り添い、こもりびと

に対する市民の理解を深め、関係機関と協力しながら支援を行っていくことが必要で

あると考えています。 

 

２）これまでの取り組み 

これまで当市は、若年層のひきこもりの相談を教育委員会で対応してきましたが、

年齢を問わずひきこもり状態にある人に対する支援の重要性を認識し、一人でも多く

の人が相談できる環境を整えるため、令和元年１０月に「こもりびと支援窓口」を開

設しました。以降、こもりびとコーディネーターが、こもりびとに関する相談を受け

付け、開設から令和４年７月末までの相談実績は１，４８２件に及びます。また、当

事者の集いやこもりびと支援講演会を開催するなど、様々な取り組みを進めてきまし

た。 

 

３）条例の内容と制定の趣旨 

本条例では、こもりびとを、「様々な要因の結果として社会的参加を回避し、市内に

おいておおむね６か月以上にわたり家庭等にとどまり続けている状態の者」と定義。

市の責務のほか、市民、関係機関の各役割、市が実施する施策などを定めます。 

これまでの取り組みを継続して実施するとともに、一人ひとりの気持ちに寄り添い、
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当事者とその家族が孤立しないよう、様々な側面から支援し、施策の一層の推進を図

ります。 

 

４）条例施行後の主な取り組み 

 こもりびとの支援には、ひきこもることへの誤解や偏見のない地域社会を築いてい

くことが重要となります。こもりびとへの理解を深めるために専門家等と連携した講

演会や講座などを開催します。相談支援の取り組みとしては、コーディネーターのス

キルアップに向けた研修を実施します。また、当事者が自らの経験を語る機会を新た

に創設するなど、こもりびとのニーズに合った事業を展開していきます。 

 

５）今後の予定 

 市議会第３回定例会に上程。公布日に施行。 

 

６）その他 

 条例案については別紙資料のとおり。 

 

 

問い合わせ：健康福祉総務課 ☎０４６－２６０－５６０４へ 
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２（２）「絵本のまち やまと」として３つの事業を展開                            
   ～まちなか絵本スポット、やまとセカンドブック、やまと絵本大賞                               

 

 大和市のブランド・アイデンティティの一つ、「絵本のまち やまと」は、当市が全

国的に評価をいただいている図書館施策と子育て支援施策とを結ぶ、いわば架け橋と

して位置付けているものであり、子どもたちの幸せが育まれているまちのイメージを

表現しています。 

 「絵本」は子どもたちが最初に触れる本として、読書習慣を形成するうえで大きな

役割を果たすものであることから、当市ではこれまでも図書館で絵本を幅広く重点的

に収集してきました。今年度は絵本の収集に加え、絵本に関わる３つの事業を新たに

展開していきたいと考えています。 

 

Ⅰ まちなか絵本スポット事業（実施中）  

１）趣旨 

 大和市内の「まちなか」、様々な場所で子どもが絵本に親しめるようにすることで、

子どもたちの読書活動の推進を図る事業です。 

 

２）内容 

子どもが訪れそうな飲食店や医療機関、公共施設等の身近な施設に絵本棚を設置す

るものです。この絵本棚の設置に協力できる事業者を募集しています。 

絵本は大和市立図書館の蔵書を貸与。図書館司書が選んだ３０冊程度の絵本セット

は、子どもの年齢層に合わせて３パターン用意されており、事業者が施設に合った絵

本セットを選べます。絵本セットは温かみのある木箱の絵本棚（幅３６cm×奥行３

７cm×高さ３７cm）に入れてお届けし、最長１年間設置していただきます。 

 

３）応募状況（８月１７日現在） 

飲食店、商業施設、医療機関などの１３事業者から応募があり、順次設置を進めて

います。今後も継続して募集し、最大５０か所程度の設置を目指します。 

設置例：THE
ザ

 HUMMING
ハ ミ ン グ

 SPOON
ス プ ー ン

（飲食店：林間１-１７-１８） 
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Ⅱ やまとセカンドブック事業（１０月以降開始予定）  

１）趣旨 

 当市では親と子に、絵本を通じたふれあいの時間を過ごしてもらいたいという思い

から、４か月児健康診査時に赤ちゃん用の絵本等を贈呈する「やまとブックスタート」

を実施しています。 

この「やまとブックスタート」のフォローアップ事業として、３歳６か月児健康診

査時に絵本の引換券を配布することで、図書館の利用促進と家庭での読書習慣の定着

を図る「やまとセカンドブック事業」を開始します。 

 

２）内容 

 当市が実施する令和４年１０月以降の３歳６か月児健康診査の会場で絵本引換券

を配布します。引換券と親子健康手帳（母子手帳）を市内の図書館で提示していただ

いた方に、複数冊の中から選べる絵本１冊とブックリスト等が入った「セカンドブッ

クパック」をお渡しします。 

 

Ⅲ やまと絵本大賞（１０月以降開始予定）  

１）趣旨 

新しい才能の発掘と子どもの読書活動を推進するため、オリジナルで未発表の創作

絵本作品を募集するコンクール「やまと絵本大賞」を開催します。 

作品は大和市民に限らず、全国から公募することで、当市が掲げる「絵本のまち や

まと」、文化創造拠点シリウスのＰＲにもつなげます。 

 

２）内容 

 （１）作品の募集開始（予定） 

  令和４年１０月下旬頃 ～ 

 

 （２）応募資格 

  絵本を商業出版したことのない、高校生以上の人 

  ※個人応募のほか、グループによる共同作品も可。 

  

 （３）参加費 

  無料（応募に要する経費は応募者の負担） 

 

 （４）賞金 

  絵本大賞（最優秀賞） １作品 賞金３０万円 

  優秀賞        １作品 賞金１０万円 

  入選         ３作品 賞金５万円 

  ※絵本大賞作品は製本し、市内の図書館、学校、保育施設をはじめ、受賞者が在

住する図書館、全国の主要な図書館に配布します。 
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 （５）その他 

  作品規定や、応募締め切り等の詳細は、後日ホームページ等で公開する予定です。 

 

 

問い合わせ：図書・学び交流課 ☎０４６－２５９－６１０５へ 
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２（３）原油価格・物価高騰の影響を受けた市内の中小企業を支援    
    ～給付金支給や経営相談窓口の設置を行います                  
 

大和市は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が続く中、原油価格・物価

高騰の影響により、さらに経営を圧迫されている市内事業者を幅広く支援することを

目的に、当市独自の給付金を支給します。 

また、希望する事業者を対象に、経営や資金調達などの課題について、中小企業診

断士等が直接相談に応じる窓口を設置します。 

 

Ⅰ 給付金  

１）対象者 

 市内に主たる事業所を有し（法人の場合は本店登記が大和市、個人事業主の場合は

主たる事業を大和市で行い、市内に１年以上居住していること）、１年以上継続して

同一事業を営んでいる中小企業等事業主のうち、下記の期間で原油価格・物価高騰の

影響により１０万円以上の損失※を受けている者。 

【期間】令和４年４月～９月 

    ※令和元年（平成３１年４月含む）から令和３年までのいずれかの年の同期間と比較 

 

２）見込み対象事業者数 

 ３，０００事業者（うち上乗せ対象２００事業者） 

 

３）支給金額 

 ・１事業主につき一律１０万円（１回限り）。 

 ・原油価格の高騰により影響を受けている道路運送事業者等※については、一律 

１０万円を上乗せ支給（１回限り）。 

  ※主たる事業が日本標準産業分類大分類 H運輸業、郵便業のうち以下の小分類に該当する事業者 

一般乗合旅客自動車運送業（４３１）、一般乗用旅客自動車運送業（４３２）、 

    一般貸切旅客自動車運送業（４３３）、その他の道路旅客運送業の一部（４３９）、 

    一般貨物自動車運送業（４４１）、特定貨物自動車運送業（４４２）、 

    貨物軽自動車運送業（４４３）、集配利用運送業（４４４） 

      ○ただし、細分類４３９９のうち、人力車、自転車など燃料を必要としない軽車両に 

よって旅客の運送を行う事業所は除く。 

 

４）申請期間（予定） 

令和４年１０月３日（月）～１２月２８日（水） 
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Ⅱ 相談窓口  

１）対象者 

上記給付金対象者のうち、相談を希望する者。 

 

２）内容 

経営課題や資金調達などの相談に中小企業診断士等が直接応じます。 

相談料は無料。 

 

３）設置場所（予定） 

大和商工会議所（大和市中央５－１－４） 

 

４）設置期間（予定） 

令和４年１０月３日（月）～令和５年３月１５日（水） 

※受付時間は未定 

※土曜日、日曜日及び祝日も開設（年末年始除く） 

 

 

○補正予算額（Ⅰ＋Ⅱの総額） 

 ３６０，５００千円 

  （内訳）給付金     ３２０，０００千円  

      事業経費     ４０，５００千円 

 （新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用予定） 

 

 

問い合わせ：産業活性課 ☎０４６－２６０－５１３５へ 
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２（４）「大和市の災害史」を発刊します                                
 

 大和市は、大和市域に影響を与えてきた自然災害や感染症についてまとめた書籍

「大和市の災害史」を発刊します。 

 

１）趣旨 

 有史以前の噴火災害から、現在も流行中の新型コロナウイルス感染症までの災害史

年表や、市制施行以降に当市が行ってきた災害対策について記載しています。これら

の記録が未来の人々の災害対策の参考となり、減災にも役立ってくれることを期待し

て発刊するものです。 

 

２）仕様 

 サ イ ズ：A５判、フルカラー、６００ページ 

 部  数：１，２００部 

 価  格：２，７００円（税込） 

 販売場所：市役所情報公開コーナー、つる舞の里歴史資料館 

 

３）内容 

第一章 災害と市域 

  噴火、地震、風水害、異常気象、感染症などの災害が市域に及ぼした影響など 

 第二章 大和市域の災害資料集 

  災害資料年表や、市域に伝わる災害の文書記録など 

 第三章 大和市の災害対策・支援の歴史 

  大和市の災害対策・支援年表や、災害派遣職員の記録など 

  

４）刊行日 

 令和４年９月１日（木）（防災の日） 

 

５）予算額 

 ８，２１３千円 

 

 

問い合わせ：文化振興課 ☎０４６－２６０－５２２５へ 
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３ 大和市議会第３回定例会の議案                   

（１） 会期日程（案） 

日 次 月  日 曜 開会時刻 会 議 の 種 類 摘   要 

第 １日 ８月３０日 火 午前９時 本  会  議 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸報告、監査報告 

議案の上程 

（説明・質疑・付託） 

第 ２日 ８月３１日 水  休     会  

第 ３日 ９月 １日 木 午前９時 環境建設常任委員会 付託案件の審査 

第 ４日 ９月 ２日 金 午前９時 文教市民経済常任委員会  付託案件の審査 

第 ５日 ９月 ３日 ㊏  休     会  

第 ６日 ９月 ４日 ㊐  休     会  

第 ７日 ９月 ５日 月 午前９時 厚生常任委員会 付託案件の審査 

第 ８日 ９月 ６日 火 午前９時 総務常任委員会 
付託案件の審査 

(質問通告書正午締切) 

第 ９日 ９月 ７日 水 午前９時 基地対策特別委員会 付託案件の審査 

第１０日 ９月 ８日 木  休会（委員会予備日）  

第１１日 ９月 ９日 金  休     会  

第１２日 ９月１０日 ㊏  休     会  

第１３日 ９月１１日 ㊐  休     会  

第１４日 ９月１２日 月  休     会  

第１５日 ９月１３日 火  休     会  

第１６日 ９月１４日 水  休     会  

第１７日 ９月１５日 木 午前９時 議会運営委員会  

第１８日 ９月１６日 金 午前９時 本  会  議 一般質問 

第１９日 ９月１７日 ㊏  休     会  

第２０日 ９月１８日 ㊐  休     会  

第２１日 ９月１９日 ㊊  休     会  

第２２日 ９月２０日 火 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２３日 ９月２１日 水 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２４日 ９月２２日 木 午前９時 議会運営委員会  

第２５日 ９月２３日 ㊎  休     会  

第２６日 ９月２４日 ㊏  休     会  

第２７日 ９月２５日 ㊐  休     会  

第２８日 ９月２６日 月  休     会  

第２９日 ９月２７日 火 午前９時 本  会  議 
委員長報告 

（質疑・討論・採決）   
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番  号 件       名 概       要 

報告第 ６号 令和３年度大和市継続費精算

報告について 

（いずれも令和２年度～令和３年度） 

コミュニティセンター施設整備事業 

全体計画     ３４，７５０，０００円 

実績       ３３，３１２，６９７円 

比較        １，４３７，３０３円 

松風園防音設備整備事業 

全体計画    １９４，５８２，０００円 

実績      １６１，５３２，８００円 

比較       ３３，０４９，２００円 

公共施設省エネ推進施設整備事業 

全体計画     １９，３３９，０００円 

実績       １５，３４５，０００円 

比較        ３，９９４，０００円 

環境管理センター建物設備等維持管理事務 

全体計画    ３７４，３１０，０００円 

実績      ３７０，０９３，９００円 

比較        ４，２１６，１００円 

やまと公園改修整備事業 

全体計画    １００，２５４，０００円 

実績      １００，２４０，８００円 

比較           １３，２００円 

文ヶ岡小学校防音設備整備事業 

全体計画    ２０９，７６６，０００円 

実績      ２０９，２８０，５００円 

比較          ４８５，５００円 

中央林間小学校増築事業 

全体計画    ６７９，５７８，０００円 

実績      ６７９，５３４，９００円 

比較           ４３，１００円 

鶴間中学校防音設備整備事業 

全体計画  １，２７０，５８８，０００円 

実績    １，２０５，６２７，５００円 

比較       ６４，９６０，５００円 

郷土民家園施設整備事業 

全体計画     ２３，６１６，０００円 

実績       ２１，２１３，５００円 

比較        ２，４０２，５００円 

南部学校給食共同調理場改修事業 

全体計画     ９１，７６４，０００円 

実績       ８４，１６７，６００円 

比較        ７，５９６，４００円 

（２）大和市議会第３回定例会  付議事件一覧表 
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報告第 ７号 令和３年度大和市健全化判断

比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より報告するもの 

実質公債費比率           ２．８％ 

将来負担比率          ３４．５％ 

報告第 ８号 令和３年度大和市資金不足比

率について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により報告するもの 

病院事業会計及び下水道事業会計について 

該当なし 

認定第 １号 令和３年度大和市一般会計歳

入歳出決算について 

歳入総額  ９３，２０３，６０２，５６８円 

歳出総額  ８８，２５２，８２７，５０４円 

認定第 ２号 令和３年度大和市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算

について 

歳入総額  ２１，９３９，１００，４３２円 

歳出総額  ２１，６６９，８４１，９９１円 

認定第 ３号 令和３年度大和市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算につ

いて 

歳入総額  １７，０３９，２０６，９８４円 

歳出総額  １６，８４９，５０３，８１７円 

認定第 ４号 令和３年度大和市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決

算について 

歳入総額   ３，２２７，８４６，４２０円 

歳出総額   ３，１０４，６５４，６１６円 

認定第 ５号 令和３年度大和市病院事業会

計決算について 

収益的収支決算額（税込） 

 収入   １２，２０６，６６３，８７２円 

 支出   １３，１５４，９７９，５６８円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入      ７２１，９２４，０００円 

 支出    １，４３３，３１９，２８３円 

認定第 ６号 

及び 

議案第２９号 

令和３年度大和市下水道事業

会計決算及び利益の処分につ

いて 

収益的収支決算額（税込） 

 収入    ７，３７４，７４０，３８２円 

 支出    ７，０７９，３８８，２７２円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入    ３，７９５，７７７，３４０円 

 支出    ５，０７９，６６１，４３４円 

議会の議決による処分額  

７１９，１２６，４２８円 

議案第３０号 大和市議会議員及び大和市長

の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を

改正する条例について 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和

４年政令第１７２号）が施行されたことに伴い、

選挙運動の公費負担額を改定するもの 
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議案第３１号 大和市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条

例について 

国家公務員の育児休業の改正に準じた本市職員

の育児休業についての改正を行うもの 

議案第３２号 大和市会計年度任用職員の報

酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する

条例について 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一

部を改正する法律（令和２年法律第４０号）が公

布されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

議案第３３号 大和市手数料条例の一部を改

正する条例について 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のた

めの長期優良住宅の普及の促進に関する法律等

の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）

が公布されたことに伴い、長期優良住宅維持保

全計画の認定申請手数料等の設定を行うもの 

議案第３４号 大和市こもりびと支援条例に

ついて 

こもりびと及びその家族等が、望まない孤独や

孤立を伴うことなく安心して生活し、希望する

時に必要な支援につながることのできる地域社

会の実現に寄与するため、こもりびとの支援に

関する施策の総合的な推進を図るもの 

議案第３５号 令和４年度大和市一般会計補

正予算（第４号） 

補正前      ８６，３５４，６４４千円 

補正額       １，６８０，５３７千円 

補正後      ８８，０３５，１８１千円 

議案第３６号 令和４年度大和市介護保険事

業特別会計補正予算（第１号） 

補正前      １８，３１２，４６０千円 

補正額          １８，３９２千円 

補正後      １８，３３０，８５２千円 

議案第３７号 令和４年度大和市病院事業会

計補正予算（第１号） 

（収益的収入） 

補正前      １３，２３５，５９７千円 

補正額           ４，７５０千円 

補正後      １３，２４０，３４７千円 

（収益的支出） 

補正前      １２，７３５，８０９千円 

補正額           ４，７５０千円 

補正後      １２，７４０，５５９千円 

（資本的収入） 

補正前         ６８３，４５０千円 

補正額          ５６，９３６千円 

補正後         ７４０，３８６千円 

（資本的支出） 

補正前       １，３２０，５６９千円 

補正額          ５６，９３６千円 

補正後       １，３７７，５０５千円 

 

問い合わせ：総務課 ☎０４６－２６０－５３５４へ 



 

１３ 

 

４ 令和４年８月補正予算案の概要               

一般会計（４号補正）                              

今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症に係るオミクロン株対応ワクチン

の接種に必要な経費を増額補正するとともに、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、原油価格・物価高騰対策中小企業支援事業などの経費を増額

補正します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 ８６，３５４，６４４ ＋１，６８０，５３７ ８８，０３５，１８１ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 総務費    ＋４３，８７７千円 

・市政等ＰＲ事業                      ＋5,847千円 

市政情報や災害に関する緊急情報などを周知するため、東急田園都市線中

央林間駅にデジタルサイネージを設置します。 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還事務 ＋8,030千円 

過年度事業費確定により、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

付金の超過交付分を返還します。 

  ・収納済市税等整理事務                 ＋30,000千円  

    法人市民税において大口還付が生じ、還付金が当初予算を上回る見込みとな

ったため、増額補正を行います。                

 

○ 民生費    ＋８５，４６５千円 

・老人福祉施設建設等支援事業               ＋2,210千円 

介護事業所が閉鎖されることに伴い、交付済みの補助金を国に返還します。 

・保健福祉センター施設維持管理事務                       ＋12,000千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、保健福祉センターのトイレを改修

し、洗浄装置の自動化などを行います。 

  ・臨時特別給付金補助金返還事務              ＋58,837千円 

    過年度事業費確定により、国庫補助金の超過交付分を返還します。 

・保育所施設維持管理事務（市立保育所）          ＋12,418千円 

    新型コロナウイルス感染症対策として、公立保育所に午睡用コット（児童用

簡易ベッド）などを整備します。 

 

 

 

 



 

１４ 

 

○ 衛生費    ＋６９６，１０２千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業           ＋630,024千円 

オミクロン株対応ワクチンの接種に必要な経費を増額します。 

・公衆衛生支援事業                                      ＋4,392千円 

一般公衆浴場の事業者に対して、燃料費及び電気代の高騰分を助成します。 

  ・病院事業会計負担金等                    ＋61,686千円  

    病院事業会計負担金への負担金です。 

 

○ 農林費    ＋６，３８３千円 

・農業近代化等支援事業                         ＋6,383千円 

市内農家に対して、農業生産資材（燃油、肥料、飼料）の高騰分を助成し

ます。 

 

○ 商工費    ＋３６０，５００千円 

・原油価格・物価高騰対策中小企業支援事業        ＋360,500千円 

原油価格・物価高騰の影響を受ける市内事業者の経営を支援するため、給

付金の支給と相談窓口の設置を行います。 

 

○ 土木費    ＋５，２４２千円 

・地域公共交通施策事業                          ＋5,242千円 

燃料価格の高騰の影響を受ける市内バス・タクシー事業者に対して、支援

金を支給します。 

 

○ 教育費    ＋４８２，９６８千円 

・教育ネットワーク運用管理事業              ＋209,398千円 

分散授業や授業配信をより円滑に行うため、市立小中学校のネットワーク

環境を改善します。 

・教育用コンピュータ運用管理事業                        ＋141,117千円 

分散授業や授業配信をより円滑に行うため、授業配信用の端末や特別教室

の大型提示装置（液晶モニター、プロジェクタ）などを整備します。 

  ・図書館管理運営事業                       ＋42,761千円  

    新型コロナウイルス感染症対策として、電子図書館の蔵書を拡充し、非接触

サービスの充実を図ります。 

・学校給食管理運営事業                        ＋89,692千円  

    市立小中学校における学校給食について、食材料費の高騰分を助成します。 

 

【歳入の補正】 

○ 国庫支出金  ＋１，５７９，７１２千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金           ＋302,327千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金           ＋327,697千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    ＋949,688千円 

○ 繰越金      ＋９８，６１５千円 

○ 諸収入      ＋２，２１０千円 
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介護保険事業特別会計（１号補正）                              

令和３年度に交付を受けた介護給付費交付金等の超過交付額の返還に伴い、必要な

経費を増額補正します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

介護保険事

業特別会計 
１８，３１２，４６０ ＋１８，３９２ １８，３３０，８５２ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 諸支出金       ＋１８，３９２千円  

 

【歳入の補正】 

○ 繰越金         ＋１８，３９２千円  

 

病院事業会計（１号補正）                              

新型コロナウイルス感染症の患者の受入れに必要な病室や医療機器の整備などを

行います。 

 

【収益的収入及び支出】                      単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 １３，２３５，５９７ ＋４，７５０ １３，２４０，３４７ 

支出 １２，７３５，８０９ ＋４，７５０ １２，７４０，５５９ 

【資本的収入及び支出】                      単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 ６８３，４５０ ＋５６，９３６ ７４０，３８６ 

支出 １，３２０，５６９ ＋５６，９３６ １，３７７，５０５ 

 

問い合わせ：財政課 ☎０４６－２６０－５３２３へ 



☆大和市 

令和４年８月市長定例記者会見資料 
 

と き 令和４年８月２４日（水） 

午前１０時３０分から 

ところ 大和市役所５階 研修室 

１ 市長あいさつ 

２ 会見内容 

（１）「大和市こもりびと支援条例」を制定します・・・・・・・・・ １ 

 

（２）「絵本のまち やまと」として３つの事業を展開・・・・・・・・・・ ３ 

   ～まちなか絵本スポット、やまとセカンドブック、やまと絵本大賞 

 

（３）原油価格・物価高騰の影響を受けた市内の中小企業を支援・・・・・ ６ 

   ～給付金支給や経営相談窓口の設置を行います 

 

（４）「大和市の災害史」を発刊します・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

 

３ 大和市議会第３回定例会の議案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

４ 令和４年８月補正予算案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 

 

 

 

 

＜その他の資料＞  

資料１―１：「令和４年大和市議会第３回定例会議案書」 

   １－２：「令和３年度決算書及び附属書類」 

   １－３：「令和３年度決算における主要な施策の成果の説明書」 

資料２  ：「令和４年８月補正予算書（一般会計第４号ほか）」 

令和４年８月市長定例記者会見資料 
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２（１）「大和市こもりびと支援条例」を制定します                                
 

 大和市は、こもりびと※の支援に関する基本理念及び基本的施策を定めることで、

こもりびとやその家族等に対する周囲の理解の醸成や、当事者が再び社会と関わりを

持ちたいと思ったときに適切に支援できる地域社会を築くことを目的として、「大和

市こもりびと支援条例」を制定します。 

 市が調査した範囲では、ひきこもり支援に関する単独の条例としては「埼玉県ひき

こもり支援に関する条例」がありますが、この条例においては、県の責務のほか、民

間支援団体等の役割を明確に規定したものであり、ひきこもりの支援に関する総合的

な施策の推進と、ひきこもり及び家族等への理解を促進し、当事者等が希望する時に

必要な支援につながることができる地域社会の実現を目指すことを目的とした条例

の制定は、当市が全国初となります。 

 ※大和市では、一人一人に寄り添いたいとの思いから、「ひきこもり」ではなく、より温かみのある

「こもりびと」という呼称を使っています。 

 

１）背景 

ひきこもりとは、就学、就労等の社会的参加を避け、原則６か月以上にわたって、

おおむね家庭にとどまり続ける状態をいいます。 

平成２７年度の内閣府の調査では、全国における満１５～３９歳のひきこもりの推

計数は５４万人を超え、また平成３０年度の調査における満４０～６４歳のひきこも

りの推計数は、６１万人を超えています。この調査結果を踏まえると、当市における

満１５～６４歳のひきこもり状態にある人の数は、約２，３００人と推計されます。 

ひきこもるきっかけやその背景は様々ですが、共通して言えるのは、ひきこもりの

状態にある人やその家族等にとって、周囲の理解がとても大切だということです。「健

康都市やまと」を掲げる当市として、当事者や家族の気持ちに寄り添い、こもりびと

に対する市民の理解を深め、関係機関と協力しながら支援を行っていくことが必要で

あると考えています。 

 

２）これまでの取り組み 

これまで当市は、若年層のひきこもりの相談を教育委員会で対応してきましたが、

年齢を問わずひきこもり状態にある人に対する支援の重要性を認識し、一人でも多く

の人が相談できる環境を整えるため、令和元年１０月に「こもりびと支援窓口」を開

設しました。以降、こもりびとコーディネーターが、こもりびとに関する相談を受け

付け、開設から令和４年７月末までの相談実績は１，４８２件に及びます。また、当

事者の集いやこもりびと支援講演会を開催するなど、様々な取り組みを進めてきまし

た。 

 

３）条例の内容と制定の趣旨 

本条例では、こもりびとを、「様々な要因の結果として社会的参加を回避し、市内に

おいておおむね６か月以上にわたり家庭等にとどまり続けている状態の者」と定義。

市の責務のほか、市民、関係機関の各役割、市が実施する施策などを定めます。 

これまでの取り組みを継続して実施するとともに、一人ひとりの気持ちに寄り添い、
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当事者とその家族が孤立しないよう、様々な側面から支援し、施策の一層の推進を図

ります。 

 

４）条例施行後の主な取り組み 

 こもりびとの支援には、ひきこもることへの誤解や偏見のない地域社会を築いてい

くことが重要となります。こもりびとへの理解を深めるために専門家等と連携した講

演会や講座などを開催します。相談支援の取り組みとしては、コーディネーターのス

キルアップに向けた研修を実施します。また、当事者が自らの経験を語る機会を新た

に創設するなど、こもりびとのニーズに合った事業を展開していきます。 

 

５）今後の予定 

 市議会第３回定例会に上程。公布日に施行。 

 

６）その他 

 条例案については別紙資料のとおり。 

 

 

問い合わせ：健康福祉総務課 ☎０４６－２６０－５６０４へ 
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２（２）「絵本のまち やまと」として３つの事業を展開                            
   ～まちなか絵本スポット、やまとセカンドブック、やまと絵本大賞                               

 

 大和市のブランド・アイデンティティの一つ、「絵本のまち やまと」は、当市が全

国的に評価をいただいている図書館施策と子育て支援施策とを結ぶ、いわば架け橋と

して位置付けているものであり、子どもたちの幸せが育まれているまちのイメージを

表現しています。 

 「絵本」は子どもたちが最初に触れる本として、読書習慣を形成するうえで大きな

役割を果たすものであることから、当市ではこれまでも図書館で絵本を幅広く重点的

に収集してきました。今年度は絵本の収集に加え、絵本に関わる３つの事業を新たに

展開していきたいと考えています。 

 

Ⅰ まちなか絵本スポット事業（実施中）  

１）趣旨 

 大和市内の「まちなか」、様々な場所で子どもが絵本に親しめるようにすることで、

子どもたちの読書活動の推進を図る事業です。 

 

２）内容 

子どもが訪れそうな飲食店や医療機関、公共施設等の身近な施設に絵本棚を設置す

るものです。この絵本棚の設置に協力できる事業者を募集しています。 

絵本は大和市立図書館の蔵書を貸与。図書館司書が選んだ３０冊程度の絵本セット

は、子どもの年齢層に合わせて３パターン用意されており、事業者が施設に合った絵

本セットを選べます。絵本セットは温かみのある木箱の絵本棚（幅３６cm×奥行３

７cm×高さ３７cm）に入れてお届けし、最長１年間設置していただきます。 

 

３）応募状況（８月１７日現在） 

飲食店、商業施設、医療機関などの１３事業者から応募があり、順次設置を進めて

います。今後も継続して募集し、最大５０か所程度の設置を目指します。 

設置例：THE
ザ

 HUMMING
ハ ミ ン グ

 SPOON
ス プ ー ン

（飲食店：林間１-１７-１８） 
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Ⅱ やまとセカンドブック事業（１０月以降開始予定）  

１）趣旨 

 当市では親と子に、絵本を通じたふれあいの時間を過ごしてもらいたいという思い

から、４か月児健康診査時に赤ちゃん用の絵本等を贈呈する「やまとブックスタート」

を実施しています。 

この「やまとブックスタート」のフォローアップ事業として、３歳６か月児健康診

査時に絵本の引換券を配布することで、図書館の利用促進と家庭での読書習慣の定着

を図る「やまとセカンドブック事業」を開始します。 

 

２）内容 

 当市が実施する令和４年１０月以降の３歳６か月児健康診査の会場で絵本引換券

を配布します。引換券と親子健康手帳（母子手帳）を市内の図書館で提示していただ

いた方に、複数冊の中から選べる絵本１冊とブックリスト等が入った「セカンドブッ

クパック」をお渡しします。 

 

Ⅲ やまと絵本大賞（１０月以降開始予定）  

１）趣旨 

新しい才能の発掘と子どもの読書活動を推進するため、オリジナルで未発表の創作

絵本作品を募集するコンクール「やまと絵本大賞」を開催します。 

作品は大和市民に限らず、全国から公募することで、当市が掲げる「絵本のまち や

まと」、文化創造拠点シリウスのＰＲにもつなげます。 

 

２）内容 

 （１）作品の募集開始（予定） 

  令和４年１０月下旬頃 ～ 

 

 （２）応募資格 

  絵本を商業出版したことのない、高校生以上の人 

  ※個人応募のほか、グループによる共同作品も可。 

  

 （３）参加費 

  無料（応募に要する経費は応募者の負担） 

 

 （４）賞金 

  絵本大賞（最優秀賞） １作品 賞金３０万円 

  優秀賞        １作品 賞金１０万円 

  入選         ３作品 賞金５万円 

  ※絵本大賞作品は製本し、市内の図書館、学校、保育施設をはじめ、受賞者が在

住する図書館、全国の主要な図書館に配布します。 

 



5 

 

 （５）その他 

  作品規定や、応募締め切り等の詳細は、後日ホームページ等で公開する予定です。 

 

 

問い合わせ：図書・学び交流課 ☎０４６－２５９－６１０５へ 
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２（３）原油価格・物価高騰の影響を受けた市内の中小企業を支援    
    ～給付金支給や経営相談窓口の設置を行います                  
 

大和市は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が続く中、原油価格・物価

高騰の影響により、さらに経営を圧迫されている市内事業者を幅広く支援することを

目的に、当市独自の給付金を支給します。 

また、希望する事業者を対象に、経営や資金調達などの課題について、中小企業診

断士等が直接相談に応じる窓口を設置します。 

 

Ⅰ 給付金  

１）対象者 

 市内に主たる事業所を有し（法人の場合は本店登記が大和市、個人事業主の場合は

主たる事業を大和市で行い、市内に１年以上居住していること）、１年以上継続して

同一事業を営んでいる中小企業等事業主のうち、下記の期間で原油価格・物価高騰の

影響により１０万円以上の損失※を受けている者。 

【期間】令和４年４月～９月 

    ※令和元年（平成３１年４月含む）から令和３年までのいずれかの年の同期間と比較 

 

２）見込み対象事業者数 

 ３，０００事業者（うち上乗せ対象２００事業者） 

 

３）支給金額 

 ・１事業主につき一律１０万円（１回限り）。 

 ・原油価格の高騰により影響を受けている道路運送事業者等※については、一律 

１０万円を上乗せ支給（１回限り）。 

  ※主たる事業が日本標準産業分類大分類 H運輸業、郵便業のうち以下の小分類に該当する事業者 

一般乗合旅客自動車運送業（４３１）、一般乗用旅客自動車運送業（４３２）、 

    一般貸切旅客自動車運送業（４３３）、その他の道路旅客運送業の一部（４３９）、 

    一般貨物自動車運送業（４４１）、特定貨物自動車運送業（４４２）、 

    貨物軽自動車運送業（４４３）、集配利用運送業（４４４） 

      ○ただし、細分類４３９９のうち、人力車、自転車など燃料を必要としない軽車両に 

よって旅客の運送を行う事業所は除く。 

 

４）申請期間（予定） 

令和４年１０月３日（月）～１２月２８日（水） 
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Ⅱ 相談窓口  

１）対象者 

上記給付金対象者のうち、相談を希望する者。 

 

２）内容 

経営課題や資金調達などの相談に中小企業診断士等が直接応じます。 

相談料は無料。 

 

３）設置場所（予定） 

大和商工会議所（大和市中央５－１－４） 

 

４）設置期間（予定） 

令和４年１０月３日（月）～令和５年３月１５日（水） 

※受付時間は未定 

※土曜日、日曜日及び祝日も開設（年末年始除く） 

 

 

○補正予算額（Ⅰ＋Ⅱの総額） 

 ３６０，５００千円 

  （内訳）給付金     ３２０，０００千円  

      事業経費     ４０，５００千円 

 （新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用予定） 

 

 

問い合わせ：産業活性課 ☎０４６－２６０－５１３５へ 
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２（４）「大和市の災害史」を発刊します                                
 

 大和市は、大和市域に影響を与えてきた自然災害や感染症についてまとめた書籍

「大和市の災害史」を発刊します。 

 

１）趣旨 

 有史以前の噴火災害から、現在も流行中の新型コロナウイルス感染症までの災害史

年表や、市制施行以降に当市が行ってきた災害対策について記載しています。これら

の記録が未来の人々の災害対策の参考となり、減災にも役立ってくれることを期待し

て発刊するものです。 

 

２）仕様 

 サ イ ズ：A５判、フルカラー、６００ページ 

 部  数：１，２００部 

 価  格：２，７００円（税込） 

 販売場所：市役所情報公開コーナー、つる舞の里歴史資料館 

 

３）内容 

第一章 災害と市域 

  噴火、地震、風水害、異常気象、感染症などの災害が市域に及ぼした影響など 

 第二章 大和市域の災害資料集 

  災害資料年表や、市域に伝わる災害の文書記録など 

 第三章 大和市の災害対策・支援の歴史 

  大和市の災害対策・支援年表や、災害派遣職員の記録など 

  

４）刊行日 

 令和４年９月１日（木）（防災の日） 

 

５）予算額 

 ８，２１３千円 

 

 

問い合わせ：文化振興課 ☎０４６－２６０－５２２５へ 
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３ 大和市議会第３回定例会の議案                   

（１） 会期日程（案） 

日 次 月  日 曜 開会時刻 会 議 の 種 類 摘   要 

第 １日 ８月３０日 火 午前９時 本  会  議 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸報告、監査報告 

議案の上程 

（説明・質疑・付託） 

第 ２日 ８月３１日 水  休     会  

第 ３日 ９月 １日 木 午前９時 環境建設常任委員会 付託案件の審査 

第 ４日 ９月 ２日 金 午前９時 文教市民経済常任委員会  付託案件の審査 

第 ５日 ９月 ３日 ㊏  休     会  

第 ６日 ９月 ４日 ㊐  休     会  

第 ７日 ９月 ５日 月 午前９時 厚生常任委員会 付託案件の審査 

第 ８日 ９月 ６日 火 午前９時 総務常任委員会 
付託案件の審査 

(質問通告書正午締切) 

第 ９日 ９月 ７日 水 午前９時 基地対策特別委員会 付託案件の審査 

第１０日 ９月 ８日 木  休会（委員会予備日）  

第１１日 ９月 ９日 金  休     会  

第１２日 ９月１０日 ㊏  休     会  

第１３日 ９月１１日 ㊐  休     会  

第１４日 ９月１２日 月  休     会  

第１５日 ９月１３日 火  休     会  

第１６日 ９月１４日 水  休     会  

第１７日 ９月１５日 木 午前９時 議会運営委員会  

第１８日 ９月１６日 金 午前９時 本  会  議 一般質問 

第１９日 ９月１７日 ㊏  休     会  

第２０日 ９月１８日 ㊐  休     会  

第２１日 ９月１９日 ㊊  休     会  

第２２日 ９月２０日 火 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２３日 ９月２１日 水 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２４日 ９月２２日 木 午前９時 議会運営委員会  

第２５日 ９月２３日 ㊎  休     会  

第２６日 ９月２４日 ㊏  休     会  

第２７日 ９月２５日 ㊐  休     会  

第２８日 ９月２６日 月  休     会  

第２９日 ９月２７日 火 午前９時 本  会  議 
委員長報告 

（質疑・討論・採決）   
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番  号 件       名 概       要 

報告第 ６号 令和３年度大和市継続費精算

報告について 

（いずれも令和２年度～令和３年度） 

コミュニティセンター施設整備事業 

全体計画     ３４，７５０，０００円 

実績       ３３，３１２，６９７円 

比較        １，４３７，３０３円 

松風園防音設備整備事業 

全体計画    １９４，５８２，０００円 

実績      １６１，５３２，８００円 

比較       ３３，０４９，２００円 

公共施設省エネ推進施設整備事業 

全体計画     １９，３３９，０００円 

実績       １５，３４５，０００円 

比較        ３，９９４，０００円 

環境管理センター建物設備等維持管理事務 

全体計画    ３７４，３１０，０００円 

実績      ３７０，０９３，９００円 

比較        ４，２１６，１００円 

やまと公園改修整備事業 

全体計画    １００，２５４，０００円 

実績      １００，２４０，８００円 

比較           １３，２００円 

文ヶ岡小学校防音設備整備事業 

全体計画    ２０９，７６６，０００円 

実績      ２０９，２８０，５００円 

比較          ４８５，５００円 

中央林間小学校増築事業 

全体計画    ６７９，５７８，０００円 

実績      ６７９，５３４，９００円 

比較           ４３，１００円 

鶴間中学校防音設備整備事業 

全体計画  １，２７０，５８８，０００円 

実績    １，２０５，６２７，５００円 

比較       ６４，９６０，５００円 

郷土民家園施設整備事業 

全体計画     ２３，６１６，０００円 

実績       ２１，２１３，５００円 

比較        ２，４０２，５００円 

南部学校給食共同調理場改修事業 

全体計画     ９１，７６４，０００円 

実績       ８４，１６７，６００円 

比較        ７，５９６，４００円 

（２）大和市議会第３回定例会  付議事件一覧表 
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報告第 ７号 令和３年度大和市健全化判断

比率について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より報告するもの 

実質公債費比率           ２．８％ 

将来負担比率          ３４．５％ 

報告第 ８号 令和３年度大和市資金不足比

率について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により報告するもの 

病院事業会計及び下水道事業会計について 

該当なし 

認定第 １号 令和３年度大和市一般会計歳

入歳出決算について 

歳入総額  ９３，２０３，６０２，５６８円 

歳出総額  ８８，２５２，８２７，５０４円 

認定第 ２号 令和３年度大和市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算

について 

歳入総額  ２１，９３９，１００，４３２円 

歳出総額  ２１，６６９，８４１，９９１円 

認定第 ３号 令和３年度大和市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算につ

いて 

歳入総額  １７，０３９，２０６，９８４円 

歳出総額  １６，８４９，５０３，８１７円 

認定第 ４号 令和３年度大和市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決

算について 

歳入総額   ３，２２７，８４６，４２０円 

歳出総額   ３，１０４，６５４，６１６円 

認定第 ５号 令和３年度大和市病院事業会

計決算について 

収益的収支決算額（税込） 

 収入   １３，１５４，９７９，５６８円 

 支出   １２，２０６，６６３，８７２円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入      ７２１，９２４，０００円 

 支出    １，４３３，３１９，２８３円 

認定第 ６号 

及び 

議案第２９号 

令和３年度大和市下水道事業

会計決算及び利益の処分につ

いて 

収益的収支決算額（税込） 

 収入    ７，３７４，７４０，３８２円 

 支出    ７，０７９，３８８，２７２円 

資本的収支決算額（税込） 

 収入    ３，７９５，７７７，３４０円 

 支出    ５，０７９，６６１，４３４円 

議会の議決による処分額  

７１９，１２６，４２８円 

議案第３０号 大和市議会議員及び大和市長

の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を

改正する条例について 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和

４年政令第１７２号）が施行されたことに伴い、

選挙運動の公費負担額を改定するもの 



  

12 

 

議案第３１号 大和市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条

例について 

国家公務員の育児休業の改正に準じた本市職員

の育児休業についての改正を行うもの 

議案第３２号 大和市会計年度任用職員の報

酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する

条例について 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一

部を改正する法律（令和２年法律第４０号）が公

布されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

議案第３３号 大和市手数料条例の一部を改

正する条例について 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のた

めの長期優良住宅の普及の促進に関する法律等

の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）

が公布されたことに伴い、長期優良住宅維持保

全計画の認定申請手数料等の設定を行うもの 

議案第３４号 大和市こもりびと支援条例に

ついて 

こもりびと及びその家族等が、望まない孤独や

孤立を伴うことなく安心して生活し、希望する

時に必要な支援につながることのできる地域社

会の実現に寄与するため、こもりびとの支援に

関する施策の総合的な推進を図るもの 

議案第３５号 令和４年度大和市一般会計補

正予算（第４号） 

補正前      ８６，３５４，６４４千円 

補正額       １，６８０，５３７千円 

補正後      ８８，０３５，１８１千円 

議案第３６号 令和４年度大和市介護保険事

業特別会計補正予算（第１号） 

補正前      １８，３１２，４６０千円 

補正額          １８，３９２千円 

補正後      １８，３３０，８５２千円 

議案第３７号 令和４年度大和市病院事業会

計補正予算（第１号） 

（収益的収入） 

補正前      １３，２３５，５９７千円 

補正額           ４，７５０千円 

補正後      １３，２４０，３４７千円 

（収益的支出） 

補正前      １２，７３５，８０９千円 

補正額           ４，７５０千円 

補正後      １２，７４０，５５９千円 

（資本的収入） 

補正前         ６８３，４５０千円 

補正額          ５６，９３６千円 

補正後         ７４０，３８６千円 

（資本的支出） 

補正前       １，３２０，５６９千円 

補正額          ５６，９３６千円 

補正後       １，３７７，５０５千円 

 

問い合わせ：総務課 ☎０４６－２６０－５３５４へ 
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４ 令和４年８月補正予算案の概要               

一般会計（４号補正）                              

今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症に係るオミクロン株対応ワクチン

の接種に必要な経費を増額補正するとともに、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、原油価格・物価高騰対策中小企業支援事業などの経費を増額

補正します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

一般会計 ８６，３５４，６４４ ＋１，６８０，５３７ ８８，０３５，１８１ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 総務費    ＋４３，８７７千円 

・市政等ＰＲ事業                      ＋5,847千円 

市政情報や災害に関する緊急情報などを周知するため、東急田園都市線中

央林間駅にデジタルサイネージを設置します。 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還事務 ＋8,030千円 

過年度事業費確定により、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

付金の超過交付分を返還します。 

  ・収納済市税等整理事務                 ＋30,000千円  

    法人市民税において大口還付が生じ、還付金が当初予算を上回る見込みとな

ったため、増額補正を行います。                

 

○ 民生費    ＋８５，４６５千円 

・老人福祉施設建設等支援事業               ＋2,210千円 

介護事業所が閉鎖されることに伴い、交付済みの補助金を国に返還します。 

・保健福祉センター施設維持管理事務                       ＋12,000千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、保健福祉センターのトイレを改修

し、洗浄装置の自動化などを行います。 

  ・臨時特別給付金補助金返還事務              ＋58,837千円 

    過年度事業費確定により、国庫補助金の超過交付分を返還します。 

・保育所施設維持管理事務（市立保育所）          ＋12,418千円 

    新型コロナウイルス感染症対策として、公立保育所に午睡用コット（児童用

簡易ベッド）などを整備します。 
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○ 衛生費    ＋６９６，１０２千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業           ＋630,024千円 

オミクロン株対応ワクチンの接種に必要な経費を増額します。 

・公衆衛生支援事業                                      ＋4,392千円 

一般公衆浴場の事業者に対して、燃料費及び電気代の高騰分を助成します。 

  ・病院事業会計負担金等                    ＋61,686千円  

    病院事業会計負担金への負担金です。 

 

○ 農林費    ＋６，３８３千円 

・農業近代化等支援事業                         ＋6,383千円 

市内農家に対して、農業生産資材（燃油、肥料、飼料）の高騰分を助成し

ます。 

 

○ 商工費    ＋３６０，５００千円 

・原油価格・物価高騰対策中小企業支援事業        ＋360,500千円 

原油価格・物価高騰の影響を受ける市内事業者の経営を支援するため、給

付金の支給と相談窓口の設置を行います。 

 

○ 土木費    ＋５，２４２千円 

・地域公共交通施策事業                          ＋5,242千円 

燃料価格の高騰の影響を受ける市内バス・タクシー事業者に対して、支援

金を支給します。 

 

○ 教育費    ＋４８２，９６８千円 

・教育ネットワーク運用管理事業              ＋209,398千円 

分散授業や授業配信をより円滑に行うため、市立小中学校のネットワーク

環境を改善します。 

・教育用コンピュータ運用管理事業                        ＋141,117千円 

分散授業や授業配信をより円滑に行うため、授業配信用の端末や特別教室

の大型提示装置（液晶モニター、プロジェクタ）などを整備します。 

  ・図書館管理運営事業                       ＋42,761千円  

    新型コロナウイルス感染症対策として、電子図書館の蔵書を拡充し、非接触

サービスの充実を図ります。 

・学校給食管理運営事業                        ＋89,692千円  

    市立小中学校における学校給食について、食材料費の高騰分を助成します。 

 

【歳入の補正】 

○ 国庫支出金  ＋１，５７９，７１２千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金           ＋302,327千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業補助金           ＋327,697千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金    ＋949,688千円 

○ 繰越金      ＋９８，６１５千円 

○ 諸収入      ＋２，２１０千円 



 

１５ 

 

介護保険事業特別会計（１号補正）                              

令和３年度に交付を受けた介護給付費交付金等の超過交付額の返還に伴い、必要な

経費を増額補正します。 

 

1）概要 

単位：千円 

会計 補正前の額 補正額 補正後の額 

介護保険事

業特別会計 
１８，３１２，４６０ ＋１８，３９２ １８，３３０，８５２ 

 

2）補正予算案の内容 

 

【歳出の補正】 

○ 諸支出金       ＋１８，３９２千円  

 

【歳入の補正】 

○ 繰越金         ＋１８，３９２千円  

 

病院事業会計（１号補正）                              

新型コロナウイルス感染症の患者の受入れに必要な病室や医療機器の整備などを

行います。 

 

【収益的収入及び支出】                      単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 １３，２３５，５９７ ＋４，７５０ １３，２４０，３４７ 

支出 １２，７３５，８０９ ＋４，７５０ １２，７４０，５５９ 

【資本的収入及び支出】                      単位：千円 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 ６８３，４５０ ＋５６，９３６ ７４０，３８６ 

支出 １，３２０，５６９ ＋５６，９３６ １，３７７，５０５ 

 

問い合わせ：財政課 ☎０４６－２６０－５３２３へ 


